
  
陳 情 番 号 陳情第１号  
件     名 組織的な嫌がらせ犯罪の啓蒙活動に関する陳情  
受 付 年 月 日 令和４年２月８日  
回 付 委 員 会 厚生委員会  
（ 陳 情 要 旨 ）  

近年、組織的な嫌がらせ犯罪（以下「集団ストーカー犯罪」という。）が全

国的に横行しており、社会問題となっている。  
集団ストーカー犯罪とは、一個人に対して不特定多数の集団が、事実ではな

い悪評の流布、付きまとい、盗聴、盗撮、監視行為、プライバシーの侵害等の

嫌がらせを行う犯罪のことである。また、企業内でのパワーハラスメント、学

校でのいじめ問題もこの集団ストーカー犯罪と深く関係している。  
欧米諸国ではテレビでも報道されている犯罪であり、ハラスメントやストー

カー行為等の防止措置も法制化されている。近年、日本においても集団ストー

カーの被害者が声を上げ始め、行政や警察への被害相談が相次いでいる。職場

や学校におけるいじめの類いは集団によるいじめであり、集団ストーカー犯罪

でもある。  
この犯罪は被害者を自殺まで追い詰めることもある凶悪な犯罪であり、この

犯罪に苦しむ被害者が数多くいる。集団ストーカー犯罪は市民に対する重大な

人権侵害である。  
岐阜県においては、条例が改正（岐阜県迷惑行為防止条例（令和２年４月１

日施行））されたところである。当連合会においても、昨年６月に岐阜県安

全・安心まちづくりボランティア団体に登録し、地域安全活動を実施する活動

部隊として、東海３県のボランティアメンバーによる東海ポスティングチーム

を結成し、岐阜市並びに近郊都市にて街頭演説等の周知活動を実施していると

ころであるが、県民への十分な周知がなされているとは言い難い。  
このような状況を鑑み、安全・安心まちづくり県民運動の一環として、集団

ストーカー犯罪撲滅推進のため、以下４点の「組織的な嫌がらせ犯罪の啓蒙活

動」を岐阜市の取組として促進することを陳情する。  
記  

１ 多くの方に集団ストーカー犯罪を啓蒙するパンフレットやチラシ等を作成

し、配布または回覧すること。（公共施設へのチラシボックス設置、学校、

役場、自治会、町内会などへの印刷物の配布または回覧等）  
２ 都道府県の公共施設に集団ストーカー犯罪を啓蒙するポスターを掲示する

こと。  
３ 警察関係者と市民が協力して集団ストーカー犯罪を啓蒙する活動イベント

を開催すること。（交通安全のような活動イベント）  
４ 集団ストーカー犯罪の電話対策室を設置すること。  

（資料掲載略）  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

結 果 令和４年３月２３日 内容を了知する。   


